
 

 

議案第４５号  

 

秦野市個人情報の保護に関する法律施行条例を制定することにつ 

いて 

 

 秦野市個人情報の保護に関する法律施行条例を別紙のとおり制定するものと

する。 

 

  令和４年１１月２５日提出 

 

秦野市長 高 橋 昌 和  

 

 

提案理由 

個人情報の保護に関する法律の一部改正により、個人情報の開示請求に係る

手数料の額その他の個人情報の開示、訂正及び利用停止に関する事項等につい

て定めるため、制定するものであります。 
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秦野市条例第  号  

 

秦野市個人情報の保護に関する法律施行条例 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号。

以下「法」という。）の施行について必要な事項を定める。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれの各号

に定めるところによる。 

 (1) 実施機関 市長、消防長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、

農業委員会、固定資産評価審査委員会及び監査委員をいう。 

 (2) 個人情報取扱事務 個人の氏名、生年月日その他の記述又は個人別に付

された個人識別符号（法第２条第２項に規定する個人識別符号をいう。）

により個人を検索できる形で個人情報が記録された行政情報を利用する事

務をいう。 

２ 前項に定めるもののほか、この条例において使用する用語の意義は、法で

定める用語の意義の例による。 

（実施機関及びその職員の責務） 

第３条 実施機関は、法の目的を達成するため、あらゆる施策を通じて個人情

報の保護に取り組むことの重要性を認識し、個人情報の保護に努めるととも

に、個人情報の保護の重要性について市民及び事業者（事業を営む法人その

他の団体（国、独立行政法人等（法第２条第９項に規定する独立行政法人等

をいう。）、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。）又は事業を営む

個人をいう。）の意識啓発に努めなければならない。 

２ 実施機関の職員は、個人情報の保護の重要性を常に認識し、職務の範囲を

超え、又はその職務のために利用する目的以外の目的で保有個人情報を閲覧

することのないようにするとともに、本市が定める情報セキュリティの方針

を理解し、遵守しなければならない。 

（個人情報取扱事務の登録等） 

第４条 実施機関は、個人情報取扱事務における個人情報の適正な取扱いを確

保するため、実施機関が定める事項を記載した個人情報取扱事務登録簿を備

えなければならない。 
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２ 実施機関は、個人情報取扱事務を新たに開始しようとするときは、その個

人情報取扱事務について個人情報取扱事務登録簿に登録しなければならない。

登録した事項を変更しようとするときも、また、同様とする。 

３ 実施機関は、前項の規定により登録したときは、登録した事項を秦野市情

報公開条例（平成１７年秦野市条例第１４号。第６条において「情報公開条

例」という。）第１５条に規定する秦野市情報公開・個人情報保護審査会 

（以下「審査会」という。）に遅滞なく報告しなければならない。 

４ 実施機関は、第２項の規定により登録した個人情報取扱事務を廃止したと

きは、遅滞なく、その個人情報取扱事務に係る登録を抹消し、その旨を審査

会に報告しなければならない。 

５ 実施機関は、個人情報取扱事務登録簿を市民に公表しなければならない。 

（開示請求書の記載事項） 

第５条 開示請求書には、法第７７条第１項各号に掲げる事項のほか、実施機

関が定める事項を記載するものとする。 

（情報公開条例との整合） 

第６条 法第７８条第２項の規定により読み替えて適用する同条第１項の開示

することとされている情報として条例で定めるものは、情報公開条例第６条

第１号エ及びカに規定する情報とする。 

２ 法第７８条第２項の規定により読み替えて適用する同条第１項の不開示と

する必要がある情報として条例で定めるものは、情報公開条例第６条第１号

ウただし書の規定により非公開とする必要がある情報とする。 

（保有個人情報の存否に関する情報の取扱い） 

第７条 実施機関は、法第８１条の規定により開示請求を拒否したときは、そ

の旨を審査会に報告しなければならない。 

（費用負担） 

第８条 保有個人情報の開示に係る手数料は、無料とする。 

２ 写しの交付を行う場合におけるその写しの作成に要する費用は、開示請求

者の負担とし、その額並びに徴収の方法及び時期は、規則で定める。 

（訂正請求書の記載事項） 

第９条 訂正請求書には、法第９１条第１項各号に掲げる事項のほか、実施機

関が定める事項を記載するものとする。 

（利用停止請求書の記載事項） 

第１０条 利用停止請求書には、法第９９条第１項各号に掲げる事項のほか、
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実施機関が定める事項を記載するものとする。 

（審査請求の取扱い） 

第１１条 実施機関が法第１０５条第３項において準用する同条第１項第２号

から第４号までの規定により審査会に諮問することなく審査請求に対する裁

決を行ったときは、その審査請求の事案の概要を審査会に報告しなければな

らない。 

２ 審査請求に対する裁決は、その審査請求があった日（行政不服審査法（平

成２６年法律第６８号）第２３条の規定により不備を補正すべきことを命じ

たときは、その不備が補正された日）から５か月以内に行うものとする。 

（審査会の調査権限） 

第１２条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関（法第１０５

条第３項において読み替えて準用する同条第１項の規定により審査会に諮問

をした実施機関をいう。以下この条及び第１４条において同じ。）に対し、

保有個人情報の提示を求めることができる。この場合において、何人も、審

査会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。 

２ 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これ

を拒んではならない。 

３ 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、保有個人情

報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整

理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。 

（委員による調査手続） 

第１３条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、前条

第１項の規定により提示された保有個人情報を閲覧させることができる。 

（提出資料の写しの送付等） 

第１４条 審査会は、第１２条第３項の規定による資料の提出又は法第１０６

条第２項の規定により読み替えて適用される行政不服審査法第８１条第３項

において準用する同法第７４条若しくは同項において準用する同法第７６条

の規定による主張書面若しくは資料の提出があったときは、これらの資料又

は主張書面の写し（電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚に

よっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機

による情報処理のために使用されるものをいう。）については、その電磁的

記録に記録された事項を記載した書面）を、その資料又は主張書面の写しを

提出した審査請求人等（審査請求人、参加人（同法第１３条第４項に規定す
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る参加人をいう。）又は諮問実施機関をいう。以下この条において同じ。）

以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害する

おそれがあると認められるときその他正当な理由があるときは、この限りで

ない。 

２ 審査会は、前項の規定による送付をしようとするときは、送付に係る資料

を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が

その必要がないと認めるときは、この限りでない。 

（運用状況の公表） 

第１５条 市長は、少なくとも毎年度１回、法及びこの条例の運用状況につい

て市民に公表するものとする。 

（委任） 

第１６条 この条例に定めるもののほか、法及び条例の施行について必要な事

項は、実施機関が別に定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 

（秦野市個人情報保護条例の廃止） 

２ 秦野市個人情報保護条例（平成１７年秦野市条例第１５号。以下「旧条例」

という。）は、廃止する。 

（経過措置） 

３ 次に掲げる者に係る旧条例第１０条及び第１２条の規定による義務につい

ては、施行日以後も、なお従前の例による。 

 (1) この条例の施行の際現に旧条例第２条第２号に規定する実施機関（以下

「旧実施機関」という。）の職員である者又は施行日前に旧実施機関の職

員であった者 

 (2) 施行日前に旧実施機関から旧条例第２条第１号に規定する個人情報の取

扱いの委託を受けた業務に従事していた者 

 (3) 施行日前に指定管理者が管理する公の施設の管理に関する業務に従事し

ていた者 

４ 施行日前に旧条例第１７条、第２７条又は第３４条の規定による請求がさ

れた場合における旧条例の規定に基づく保有個人情報の開示、訂正及び利用

停止については、なお従前の例による。 
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５ 施行日前に旧条例第３８条第１項の規定による諮問がされた場合における

旧条例の規定に基づく調査審議については、なお従前の例による。 

６ 附則第３項各号に掲げる者が、正当な理由なく、施行日前に旧実施機関が

保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第２条第５号に規

定する保有個人情報を含む情報の集合物で、一定の事務の目的を達成するた

めに特定の保有個人情報を電子計算機により検索することができるように体

系的に構成したもの（その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含 

む。）を施行日以後に提供したときは、２年以下の懲役又は１００万円以下

の罰金に処する。 

７ 附則第３項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た施行日前に旧実

施機関が保有していた旧条例第２条第５号に規定する保有個人情報を施行日

以後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用した

ときは、１年以下の懲役又は５０万円以下の罰金に処する。 

８ 旧条例第１２条第１項に規定する受託者等（以下この項において「受託者

等」という。）の代表者又は受託者等の代理人、使用人その他の従業員が、

その受託業務等（同項に規定する受託業務等をいう。）に関して旧条例第 

４７条又は第４８条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その受

託者等に対しても、各本条に規定する罰金刑を科する。 

９ 施行日前にした行為及び附則第４項の規定によりなお従前の例によること

とされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、

なお従前の例による。 

１０ この条例の施行の際現に行われている個人情報取扱事務に係る第４条第

２項の規定の適用については、同項中「個人情報取扱事務を新たに開始しよ

うとするときは、その個人情報取扱事務について」とあるのは、「その個人

情報取扱事務について、この条例の施行日以後、遅滞なく、」とする。 

（秦野市情報公開条例の一部改正） 

１１ 秦野市情報公開条例の一部を次のように改正する。 

第６条第１号ウ本文中「氏名並びに」を削り、同号ウただし書中「又は氏

名」を削る。 

第１５条第１項中「秦野市個人情報保護条例（平成１７年秦野市条例第 

１５号。以下「個人情報保護条例」という。）第３８条第１項に規定する」

を「個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）第１０５条第

３項において読み替えて準用する同条第１項の規定による」に改め、同条第
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２項中「及び個人情報保護条例」を削り、「並びに行政情報の公開及び個人

情報の保護」を「及び行政情報の公開」に改める。 

（秦野市債権の管理等に関する条例の一部改正） 

１２ 秦野市債権の管理等に関する条例（平成１９年秦野市条例第２５号）の

一部を次のように改正する。 

第６条中「、市税に関する情報」の次に「（個人情報の保護に関する法律

（平成１５年法律第５７号）第２条第１項に規定する個人情報を除く。）」

を、「又は」の次に「その債務者に関する情報（同法第２条第１項に規定す

る個人情報を除く。）を」を加える。 

（秦野市暴力団排除条例の一部改正） 

１３ 秦野市暴力団排除条例（平成２３年秦野市条例第１８号）の一部を次の

ように改正する。 

第１３条第２項中「秦野市個人情報保護条例（平成１７年秦野市条例第 

１５号）第２条第５号に規定する保有個人情報及び同条例第４２条に規定す

る保有法人情報」を「保有する個人に関する情報（個人情報の保護に関する

法律（平成１５年法律第５７号）第２条第１項に規定する個人情報を除く。）

及び法人に関する情報（法人その他の団体に関する情報又は事業を営む個人

のその事業に関する情報で、特定の法人その他の団体又は個人が識別され、

又は他の情報と照合することで特定の法人その他の団体又は個人が識別され

得るものをいう。）」に改める。 

（秦野市空家等の適正管理に関する条例の一部改正） 

１４ 秦野市空家等の適正管理に関する条例（令和３年秦野市条例第５号）の

一部を次のように改正する。 

第１１条第１項中「関するもの」の次に「（個人情報の保護に関する法律

（平成１５年法律第５７号）第２条第１項に規定する個人情報を除く。）」

を加える。 
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議案第４５号資料１  

 

秦野市個人情報の保護に関する法律施行条例を制定することにつ 

いて 

 

１ 条例制定の背景 

デジタル社会の形成に関する施策を実施するため、デジタル社会の形成を

図るための関係法律の整備に関する法律が令和３年５月１９日に公布され、

この規定により、個人情報の保護に関する法律（以下「個人情報保護法」と

いう。）が改正され、令和５年４月１日から施行されます。 

この法律改正により、個人情報保護法、行政機関の保有する個人情報の保

護に関する法律及び独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律

が統合され、地方公共団体の個人情報保護制度についても統合後の個人情報

保護法において全国的な共通ルールが適用されることとなりました。 

２ 制定の理由 

改正後の個人情報保護法は、個人情報の保護と利活用の両立を図るための

全国一律の標準的な規律を定めるものとなり、各自治体で定めている現行の

条例は、運用できなくなります。このため、改正後の個人情報保護法の規定

により条例で定めることが必要な事項及び条例で定めることが許容される事

項について、新たな条例により規定するものです。 

なお、現行の個人情報保護条例は、新条例の附則により廃止するものです。 

３ 条例の主な内容 

区 分 内 容 該当条文 

条例で定める

ことが必要な

事項 

開示請求に係る手数料の額に関する規

定（手数料は無料とし、写しの作成に

要する実費の負担を求めること。） 

第８条 

条例で定める

ことが許容さ

れる事項 

実施機関及びその職員の責務に関する

規定 
第３条 

個人情報取扱事務登録簿の作成・公表

に関する規定 
第４条 

開示・非開示とする情報に係る情報公

開条例との整合を図るための規定 
第６条 
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 個人情報保護審査会への報告に関する

規定 
第７条 

 

 

個人情報保護審査会の調査権限に関す

る規定 
第１２条 

 

４ 施行日 

令和５年４月１日 
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議案第４５号資料２  

 

秦野市個人情報の保護に関する法律施行細則制定案のあらまし 

 

１ 個人情報取扱事務登録簿の記載事項 

条例第４条第１項の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とすること。 

(1) 個人情報取扱事務の名称及び概要 

(2) 個人情報取扱事務を所管する部署の名称 

(3) 個人情報取扱事務を開始する年月日 

(4) 個人情報取扱事務に係る行政文書から検索できる個人の類型 

(5) 前号の個人の類型ごとの次の事項 

ア 個人情報を取り扱う目的及び利用する範囲 

イ 個人情報の項目名 

ウ 要配慮個人情報が含まれているときは、その旨 

エ 個人情報の収集先及び収集の方法 

オ 個人情報を提供するときは、提供する範囲及び提供する個人情報の項

目名 

２ 開示請求書の記載事項 

条例第５条の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とすること。 

(1) 開示をする場合の閲覧、視聴取又は写しの交付の別 

(2) 代理人が開示請求をしようとする場合にあっては、次に掲げる事項 

ア その開示請求に係る本人の氏名及び住所 

イ 本人と代理人との関係 

ウ 本人が未成年者であるときは、その者の生年月日 

３ 写しの作成に要する費用の額並びに徴収の方法及び時期 

 (1) 費用の額 

条例第８条第２項に規定する写しの作成に要する費用の額は、次のとお

りとすること。 

区分 
写しの作成に要する

費用の額 

電子複写機により複

写し、又はプリンタ 

単色刷り Ａ３判以下の大

きさのもの 

１面につき １０円 
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により印刷するもの  Ａ３判を超える Ａ３判に換算して算 

  大きさのもの 出した額 

多色刷り Ａ３判以下の大

きさのもの 

１面につき ５０円 

Ａ３判を超える

大きさのもの 

Ａ３判に換算して算

出した額 

写しの作成を外部に委託する必要があるもの その契約金額に相当

する額 

その他 複写に要する実費を

勘案して算出した額 

備考 録音カセットテープ、ビデオカセットテープ、磁気ディスク等に複

写した物を交付するときは、開示請求者がその録音カセットテープ、

ビデオカセットテープ、磁気ディスク等を自己の負担により用意する

ものとし、手数料は、徴収しない。 

(2) 徴収の方法及び時期 

写しの作成に要する費用は、開示を実施する際に、現金により納入され

なければならないこと。 

４ 写しの送付に要する費用の納付の方法 

個人情報の保護に関する法律施行令第２８条第４項後段の規則で定める方

法は、郵便切手又はこれに類する証票として市長が認めるもので納付する方

法とすること。 

５ 訂正請求書の記載事項 

条例第９条の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とすること。 

(1) 訂正をする場合の訂正、追加又は削除の別 

(2) 代理人が訂正請求をしようとする場合にあっては、次に掲げる事項 

ア その訂正請求に係る本人の氏名及び住所 

イ 本人が未成年者であるときは、その者の生年月日 

 (3) 代理人（法定代理人を除く。）が訂正請求をしようとする場合にあって

は、本人が訂正請求をすることができない理由及び本人と代理人との関係 

６ 利用停止請求書の記載事項 

条例第１０条の実施機関が定める事項は、次に掲げる事項とすること。 

(1) 利用停止をする場合の利用の停止、消去又は提供の停止の別 

 (2) 代理人が利用停止請求をしようとする場合にあっては、次に掲げる事項 
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ア その利用停止請求に係る本人の氏名及び住所 

イ 本人が未成年者であるときは、その者の生年月日 

 (3) 代理人（法定代理人を除く。）が利用停止請求をしようとする場合にあ

っては、本人が利用停止請求をすることができない理由及び本人と代理人

との関係 

７ 利用停止をした場合の保有個人情報の提供先への通知 

利用停止決定による保有個人情報の利用停止をした場合において、必要が

あると認めるときは、その保有個人情報の提供先に対し、遅滞なく、その旨

を書面により通知するものとすること。 

８ 運用状況の公表 

条例第１５条の規定による公表は、本市の広報紙等に掲載して行うものと

すること。 

９ 様式 

法及び規則の規定により使用する様式を定めること。 


